
台湾台中市 高級スーパー裕毛屋「駒ヶ根フェア」 参加事業者募集要項 
 

駒ヶ根市では、これまで台湾台中市とインバウンド事業や相互訪問などを通じて友好関係を築いてき
ました。このたび、その取り組みの一環として、台湾台中市の高級スーパー「裕毛屋」において「駒ヶ
根フェア」を開催します。 

本フェアは、駒ヶ根市産農産物及び加工品等の魅力を台湾の消費者へ広く発信するとともに、市内事
業者による現地での PR や市場調査を通じて、将来的な定番商品としての継続取引につなげることを目
的として実施するものです。 
 
１．概要 
（１）開催期間 

令和８年 11 月６日（金）～11 月８日（日） 各日 10 時～18 時 
 
（２）開催場所 

台湾台中市 裕毛屋公益店（台中市西区公益路 150 號） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）目的 

① 駒ヶ根市産農産物・加工品等の PR 
② 台湾市場における消費者ニーズの把握 
③ 裕毛屋との継続的な定番取引の実現 
④ 将来的な輸出拡大に向けた販路開拓 

 
２．参加条件 

次の条件をすべて満たす農業者・事業者とします。 
① 駒ヶ根市内に住所または事業所を有する農業者及び駒ヶ根市内に本社または事業所を有する事

業者であって、農産物の生産・販売または農産加工品等の製造・販売（委託製造等を含む。）を
行う者であること。 

② フェアに向けた事前商談会（7 月 16 日開催）に参加できること。 
③ フェア期間中、原則として現地へ渡航し、店頭で３日間、販売促進活動を行えること。 
④ 裕毛屋及び㈱裕源との取引条件に対応できること。 

 
 

1988 年創業の台湾台中市を拠点に展開する高級スーパーマ 
ーケット。日本の商品を中心に「安心・安全・自然・健康・無 
添加」をコンセプトとした品揃えに定評がある。店内では日本 
産の青果、精肉、水産物、加工食品、調味料、日用品など幅広 
い商品が取り扱われており、特に品質と安全性を重視する台湾 
の中間層から高所得層に支持されている。

裕毛屋概要



３．対象商品 
裕毛屋は「医食同源」の考え方のもと、「安心・安全・健康・自然」をコンセプトに、日本各地の特色

ある農産物や加工食品を取り扱う高級スーパーです。 
駒ヶ根市産または駒ヶ根市に関連する農産物・農産加工品・食品等で、台湾市場での販売が見込まれ

る商品を提案してください。 
 
（１）対象商品（例） 

生鮮農産物（果実、野菜、米、そば、ごま等）、農産加工品（ジャム、ドライフルーツ、漬物、味噌等）、
菓子類、飲料、調味料、酒類、冷凍食品、レトルト食品、その他加工食品 
 
（２）留意事項 

① 商品提案書には、輸出の可能性がある商品をすべて記載してください。 
② 加工食品については、原則として賞味期限が４か月以上の商品を対象とします。 
③ 商品提案書に記載のない商品は商談対象外となる場合があります。 
④ 商品の採否は応募書類を㈱裕源へ提出し、台湾側の輸入規制や表示基準、取引条件等を確認した

うえで決定されます。 
⑤ 商品によっては、台湾の法令に基づくラベル表示、栄養成分表示、成分分析、放射能検査、衛生証

明書取得等への対応が必要となる場合があります。 
⑥ 生鮮農産物については、輸出条件や検疫条件により取り扱いができない場合があります。 

 
４．事前商談会 
（１）開催日 

令和８年７月 16 日（木） 
 
（２）会場 

駒ヶ根市役所 第５会議室（本庁舎３階） 
 
（３）時間 

参加事業者へ別途連絡します。 
 
（４）内容 

㈱裕源バイヤー（４名）との個別商談 
 
５．取引条件 

① 商品は原則として買取方式となります。買取条件は㈱裕源との商談により決定します。 
② 商品提案書及び事前商談会を踏まえ、㈱裕源が取扱商品を決定します。 
③ 商談会以降の発注、納品、取引等については、各事業者と㈱裕源との直接取引となります。 
④ 商品は㈱裕源が指定する神奈川県の倉庫に納品する国内取引となります。 
⑤ 見積価格は配送料を含まない価格としてください。（配送料を含む場合は、その旨を明記してくだ

さい。） 



６．参加費用 
（１）出店料 

無料 
 
（２）参加者負担 

① 台湾への旅費（渡航費、保険代、宿泊費、現地移動費、食事代等） 
  ※フェア期間中、裕毛屋の寮（３LDK 居室）を利用することも可能です。その場合、宿泊費及

び食事代は不要となります。 
② 商品輸出に係る各種検査費用等（必要に応じて） 
③ 独自 POP 等の販促物作成費（必要に応じて） 
 

７．申込方法 
（１）提出書類 

下記書類を電子データによりご提出ください。 
① 参加申込書 
② 商品提案書 

 
（２）申込期限 

令和 8 年６月 26 日（金） 
 
（３）提出先 

駒ヶ根市役所農林課農政係 担当：春日  
℡：96-7723（直通） E-mail：nosei@city.komagane.lg.jp 

 
８．その他 

・渡航方法については現在調整中であり、各事業者による現地集合・現地解散とする方法、または駒
ヶ根市で時間等を調整し団体で渡航する方法を検討しています。詳細については、参加事業者決定
後の事前説明会（８月頃を予定）にてお知らせします。 

・フェア会場内の販売スペース配置は裕毛屋が決定します。 
・現地での積極的な販売促進活動にご協力ください。 
・フェア終了後も継続的な取引につながるよう、商品提案や情報提供にご協力ください。 
・天災その他やむを得ない事情によりフェア内容を変更または中止する場合があります。 
・商品・資材等の盗難、破損等について主催者は責任を負いません。 
・出店者数は 10～15 社程度を見込んでいますが、応募者多数の場合は抽選等により決定する場合が

あります。 


